
10月号（ 7 ）

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
・

耐
震
改
修
工
事
を
支
援
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
証
を

　
　
　
　
　
　

更
新
し
ま
す

延
長
窓
口
等
を

　
　
　
　

一
時
休
止
し
ま
す

本
西
方
町
と
の
合
併
に
伴
う
住
民
シ

ス
テ
ム
等
改
修
作
業
の
た
め
、
本
庁

お
よ
び
各
総
合
支
所
の
延
長
窓
口

と
、
本
庁
お
よ
び
プ
ラ
ッ
ツ
お
お
ひ
ら

に
設
置
の
自
動
交
付
機
に
よ
る
サ
ー

ビ
ス
を
一時
休
止
し
ま
す
。

◇
延
長
窓
口
休
止
期
間　

９
月
30

　

日
（金）
午
後
５
時
15
分
〜
７
時

◇
休
止
窓
口　

本
庁
お
よ
び
各
総
合

支
所
の
税
務
、
市
民
生
活
、
保
険

医
療
の
担
当
課
窓
口

☆
自
動
交
付
機
の
休
止
期
間

９
月
30
日
（金）
午
後
５
時
15
分
〜

10
月
２
日
（日）
ま
で

☆
自
動
交
付
機
設
置
場
所

　

本
庁
、
プ
ラ
ッツ
お
お
ひ
ら

◇
問
合
先

　
　

総
務
課　

☎
（21）
２
３
１
２

【
耐
震
診
断
】

◇
補
助
対
象
住
宅　

昭
和
56
年
５

月
31
日
以
前
の
旧
耐
震
基
準
で
建
築

さ
れ
、
賃
貸
を
目
的
と
し
な
い
木
造

２
階
建
以
下
の
住
宅
（
住
宅
部
分
の

床
面
積
が
延
床
面
積
の
２
分
の
１
以

上
の
併
用
住
宅
を
含
む
）

◇
補
助
対
象
者　

補
助
対
象
住
宅

を
所
有
し
、
過
去
に
耐
震
診
断
の
補

助
を
受
け
た
こ
と
が
な
く
（
耐
震
診

断
を
実
施
し
た
後
に
補
強
計
画
策
定

を
す
る
場
合
を
除
く
）、
税
を
滞
納

し
て
い
な
い
個
人

◇
補
助
内
容

①
耐
震
診
断
（
耐
震
性
を
確
認
す

る
簡
易
な
診
断
）

耐
震
診
断
士
が
行
う
耐
震
診
断
に

要
す
る
費
用
の
３
分
の
２
以
内
（
限

度
額
２
万
円
）

②
補
強
計
画
策
定
（
耐
震
診
断
の

結
果
に
基
づ
き
策
定
す
る
補
強
提
案
）

県
住
宅
耐
震
推
進
協
議
会
が
行
う

補
強
計
画
策
定
に
要
す
る
費
用
の
３

分
の
２
以
内
（
限
度
額
８
万
円
）

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

インフォメーション
本庁・各総合支所の
所在地と電話番号等

本庁舎
〒328－8686
入舟町7－26
☎21－2224
大平総合支所
〒328－4492
大平町富田558
☎43－9205
藤岡総合支所
〒323－1192
藤岡町藤岡1022－5
☎62－0900
都賀総合支所
〒328－0192
都賀町家中5982－１
☎29－1100

本

大

藤

都

・・・

・・・

・・・

・・・

【
耐
震
改
修
工
事
（
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事

等
は
補
助
の
対
象
外
）】

◇
補
助
対
象
住
宅　

昭
和
56
年
５

月
31
日
以
前
の
旧
耐
震
基
準
で
建
築

さ
れ
、
耐
震
診
断
の
結
果
、
耐
震
改

修
工
事
が
必
要
と
判
定
さ
れ
た
賃
貸

を
目
的
と
し
な
い
木
造
２
階
建
以
下

の
住
宅
（
住
宅
部
分
の
床
面
積
が
延

床
面
積
の
２
分
の
１
以
上
の
併
用
住

宅
を
含
む
）

◇
補
助
対
象
者　

補
助
対
象
住
宅

を
所
有
し
、
過
去
に
耐
震
改
修
工
事

の
補
助
を
受
け
た
こ
と
が
な
く
、
税

を
滞
納
し
て
い
な
い
個
人

◇
補
助
内
容　

耐
震
改
修
工
事
に
要

す
る
費
用
の
２
分
の
１
以
内
（
限
度

額
60
万
円
）

◇
問
合
先

　
　

建
築
指
導
課　

☎
（21）
２
６
２
７

　
　

都
市
建
設
課　

☎
（43）
９
２
１
５

　
　

都
市
建
設
課　

☎
（62）
０
９
０
８

　
　

都
市
建
設
課　

☎
（29）
１
１
０
５

☆
有
効
期
限
は
１
年
間
で
す

　

現
在
使
用
し
て
い
る
国
民
健
康
保

険
証
は
、
９
月
30
日
で
有
効
期
限
が

切
れ
、
10
月
１
日
か
ら
新
し
い
保
険

証
に
変
わ
り
ま
す
。
新
し
い
保
険
証

は
、
９
月
末
に
郵
送
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
は
、
加
入
者
が
お

金
を
出
し
合
い
、
病
気
や
ケ
ガ
等
の

い
ざ
と
い
う
時
に
医
療
費
の
負
担
を

少
な
く
す
る
助
け
合
い
の
制
度
で
す
。

災
害
、
そ
の
他
特
別
の
事
情
も
な

く
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て
い

る
場
合
に
は
、
医
療
機
関
等
で
全
額

自
己
負
担
と
な
る
資
格
証
明
書
が
交

付
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
納
付
状
況

に
よ
り
有
効
期
間
の
あ
る
短
期
被
保

険
者
証
（
６
か
月
、
３
か
月
、
１
か

月
の
３
種
類
）
が
交
付
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
は
、
皆
さ
ん
の
健

康
を
守
る
大
切
な
制
度
で
す
。
国
民

健
康
保
険
税
は
、
納
期
ま
で
に
納
め

ま
し
ょ
う
。

◇
問
合
先

　
　

保
険
医
療
課　

☎
（21）
２
１
５
１

　
　

生
活
環
境
課　

☎
（43）
９
２
１
６

　
　

生
活
環
境
課　

☎
（62）
０
９
０
３

　
　

生
活
環
境
課　

☎
（29）
１
１
０
２

オオアク建装工業株式会社
栃木市箱森町51-28
TEL. 0282-22-5981
お気軽にお電話下さい。

大切なマイホームの塗り替えはいかがですか？
住まいは、生きています。だから手入れが必要です。

屋根・外壁・塗替・リフォーム請負
『見積り・診断は無料』

運動公園東側
駐車場前

藤都 大本

藤都 大本
大掃除のお知らせ

みんなで協力　きれいな街づくり

秋の大掃除を
行いますので
ご協力をお願
いします。

10月14日（金） 10月16日（日）

各家庭
各事業所
学校
官公署

節
電
に

ご
協
力

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
たイ

ン
フ
ォ

　

メ
ー
シ
ョ
ン


